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　この改訂モデルの作成方式に代わり、平成28年度決算からは「統一的な基準に基づく財務書類（以後

統一モデル財務書類と言います）」の作成方式が導入されます。

　以上の４表を表したものが財務書類と呼ばれています。

　これまでの改訂モデル財務書類では、資産の整備に支出された金額（一般会計ではこれを普通建設事業

費と呼びます）の分だけ資産があるものとみなして、普通建設事業費の積み上げを行って資産の残高とし

て計算していました。一方、これから作成する統一モデル財務書類は、対象となる決算の時点（今回は平

成29年度のため、平成30年3月31日時点となります）で西原村として実際に保有している資産について

棚卸を行い、評価して計上しています。

　予算書や決算書など今までの公会計とは別に西原村の財務状況を表す新たな取り組みとして次の財務書

類を作成しました。

（1）資産や負債の状況などを表す「貸借対照表」

（2）人件費や減価償却費などの経費を表す「行政コスト計算書」

（3）純資産の一年間の変動内容を表す「純資産変動計算書」

（4）資金収支の状況を性質別に３つの区分に表す「資金収支計算書」

　統一モデル財務書類は、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間を準備期間とし、全ての

地方公共団体において作成するように要請されています(平成27年1月23日付総務大臣通知「統一的な基

準による地方公会計の整備促進について」)。西原村はこの要請に基づき、平成28年度決算より、統一モ

デル財務書類の4表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成しま

したので、その報告を行います。

※制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/index.html

　平成27年度決算まで作成してきた改訂モデル財務書類と、今年度作成した統一モデル財務書類は、

「発生主義」「複式簿記」という点で共通しています。大きく異なる点としては、資産の計上方法が挙げ

られます。

　これまで西原村では「総務省方式改訂モデル（以後、改訂モデルと言います）」の財務書類を作成して

きました。西原村がこれまで積み上げてきた資産と、この先返済する必要がある負債、すでに支払いが終

わっている純資産などの情報を表示した貸借対照表など、今までの決算書では把握できなかった情報を、

新たな切り口から見ることができました。

西原村平成29年度決算の財務書類

新しい地方公会計制度
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